
伊勢崎市請負工事施工体制適正化指導要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、本市の発注する請負工事の施工体制の適正化を図るため、

施工状況の確認並びに元請負人及び下請負人が講ずべき措置に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

⑴ 下請契約 本市の発注する請負工事を直接請け負った建設業を営む者と

ほかの建設業を営む者との間で当該建設工事の一部について締結される請

負契約をいう。 

⑵ 元請業者 本市の発注する請負工事を直接請け負った建設業を営む者を

いう。 

（書類の提出） 

第３条 工事担当課長は、市との建設工事に係る請負契約の締結後（元請業者

が直接建設工事をする場合に限る。）、速やかに、施工状況報告書（様式第１

号）を元請業者に提出させるものとする。 

２ 工事担当課長は、市との建設工事に係る請負契約の締結後（元請業者が建

設工事の一部をほかの建設業を営む者に請け負わせて施工させる場合に限

る。）、速やかに、次に掲げる書類を元請業者に提出させるものとする。 

⑴ 施工状況報告書、施工体制台帳（様式第２号）の写し、施工体系図（様

式第３号）の写し及び請負代金額の明記された下請契約書の写しを提出さ

せるものとする。この場合において、再下請契約の締結をした場合は、再

下請負通知書（様式第２号の２）の写し及び下請契約書の写しを併せて提

出させるものとする。 

⑵ ７，０００万円以上の場合 前号に規定する様式のほか、工事現場状況

等報告書（様式第４号）、施工体系図の掲示状況を示す写真、月工事工程

報告書（様式第５号）、現場状況写真及び工事記録簿（様式第６号） 

（下請施工状況変更届） 

第４条 工事担当課長は、次に掲げる事項が生じた場合には、速やかに、下請



施工状況変更届（様式第７号）を元請業者に提出させるものとする。 

⑴ 新たに下請契約を締結した場合 

⑵ 下請契約を解除した場合 

⑶ 下請契約の請負代金額を変更した場合 

２ 工事担当課長は、元請業者が前項の規定により下請施工状況変更届を提出

するときは、変更内容に応じ、前条に規定する書類その他必要な書類を添付

させるものとする。 

（提出書類の確認） 

第５条 工事担当課長は、前２条の規定による提出があったときは、受領時に

おける施工体制チェックリストにより、当該書類の内容を確認しなければな

らない。なお、設計監理を他課に依頼した場合は、当該監督職員に確認させ、

最終的に確認するものとする。 

（現場における施工体制の確認） 

第６条 監督職員は、元請業者に対し、当該建設工事の現場において、工事現

場における施工体制チェックリストにより、施工体制に係る次に掲げる事項

について確認しなければならない。 

⑴ 現場代理人及び監理技術者・主任技術者選任通知書（伊勢崎市建設工事

請負契約事務取扱要領（平成１７年７月１日制定）様式第１２号）に記載

された現場代理人及び主任技術者等と現場に従事している者が同一人であ

り、かつ、当該元請業者と雇用関係が継続していること。 

⑵ 施工体制台帳の記載事項と当該工事現場の状況が整合していること。  

⑶ 施工体系図が当該工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆が見や

すい場所に掲示されていること。 

⑷ 施工体系図の記載事項と当該工事現場の施工体制が一致していること。 

⑸ 建設業許可を示す標識、労災保険関係成立票等の標識が当該工事現場の

公衆の見やすい場所に掲示されていること。 

⑹ その他施工体制を確認するために必要な事項 

２ 工事担当課長は、前項により監督職員が確認した事項について、最終的に

確認しなければならない。 

（チェックリストの提示） 



第７条 工事担当課長は、検査職員が当該建設工事の完成検査、既済検査を行

うときに、受領時における施工体制チェックリスト及び工事現場における施

工体制チェックリストを提示しなければならない。 

（元請業者への指導） 

第８条 工事担当課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、元請業者に

対し、是正指導するものとする。 

⑴ 正当な理由がないにもかかわらず、第３条又は第４条に規定する書類を

提出しないとき。 

⑵ 第３条又は第４条の規定により提出された書類に虚偽の記載があったと

き。 

⑶ 下請契約の内容等が不適当であると認めたとき。 

（施工体制是正指導報告書） 

第９条 工事担当課長は、前条の規定による是正指導を行ったときは、状況経

過等を記載した施工体制是正指導報告書（様式第８号）を検査担当課長に提

出するものとする。 

（指導に従わない場合の措置） 

第１０条 検査担当課長は、第８条の規定による是正指導に対して元請業者が

従わない旨の報告が工事担当課長からあったときは、指名業者の選定におい

て厳正に対応するものとする。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成１７年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、決裁の日（平成２６年３月３１日決裁）から施行する。 

附 則 

この要綱は、決裁の日（平成２７年４月１日決裁）から施行する。 

附 則 



この要綱は、平成３１年５月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和５年７月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 

 

施工体系図

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

担 当 工 事 内 容

元 方 安 全 衛 生 管 理 者 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

担 当 工 事 内 容

書 記

統 括 安 全 衛 生 責 任 者

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定 一般 / 特定

有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無 有　　　・　　　無

様式第３号（第３条関係）

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

安 全 衛 生 責 任 者

一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

特定専門工事
の該当

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

副    会    長

代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号 許 可 番 号

許 可 番 号

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

担当工事
内　　容

会          長

　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日 　工期 年 月 日 ～ 年 月 日

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者

主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者 主 任 技 術 者

専 門 技 術 者 名
特定専門工事

の該当
特定専門工事

の該当
特定専門工事

の該当
特定専門工事

の該当

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

監 督 員 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名 代 表 者 名

監 理 技 術 者 名
主 任 技 術 者 名

許 可 番 号 許 可 番 号

工事作業所災害防止協議会兼施工体系図

発 注 者 名

工期
　自　　　　年   　　 　　月  　  　 　日

　至　　　　年    　　　　月　　 　    日
工 事 名 称

元 請 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

工
事

会 社 名 ・ 事 業 者 ID

専 門 技 術 者 専 門 技 術 者

許 可 番 号

監 理 技 術 者 補 佐 名 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別 一 般 / 特 定 の 別

専 門 技 術 者 名 安 全 衛 生 責 任 者 安 全 衛 生 責 任 者



 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 



 

 


